
 

地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンター職員改姓並びに旧姓使用取扱細則 

 

 

令和 6 年 12 月 1 日 

        細 則 第 5  号 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンターに勤務する職員（以下「職 

員」という。）が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）による戸籍上の氏の変更

（以下「改姓」という。）並びに戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の氏（以下「旧姓」という。）

を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（改姓並びに旧姓の使用） 

第２条 改姓したときは、関係書類を添えて理事長に届け出なければならない。 

２ 職員は、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ、職務遂行上支障が生じるおそれのない範 

囲において、理事長に届け出ることにより旧姓を使用することができる。 

３ 前２項の規定による届出は、改姓・旧姓使用届（様式第１号）によるものとする。 

 

（対象となる文書等） 

第３条 前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、次に掲げる要件を満たすもの（別 

表に掲げるもの）とする。 

（１） 専ら当法人の組織内で使用される文書等（職員の権利義務に係るものを除く。） 

（２） 職員の権利及び義務に係る文書のうち、同じ職員かどうかの確認が容易であって、旧姓の使 

用を原因とする紛争が生じるおそれがないもの 

（３） 前２号に掲げるもののほか、旧姓を使用することにより、法的な問題が生じるおそれがなく、 

かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等 

 

（旧姓使用職員の責務等） 

第４条 第２条の規定により旧姓を使用することのできる職員（以下「旧姓使用職員」という。）は、 

前条各号に掲げる文書等に氏名等を表示するときは、必ず旧姓を使用することとし、市民、他の職

員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。 

２ 理事長、その他の関係職員は、旧姓使用職員に係る命令その他文書等については、法的な問題が

生じ、又は職務遂行上の支障が生じるおそれがある場合を除き、当該職員の旧姓を使用するものと

する。 

３ 理事長は、職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。 

 

（旧姓使用の中止） 

第５条 旧姓を使用する職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届（様式第２ 

号）を、理事長に提出しなければならない。 

 



（委任） 

第６条 この細則に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この細則は、令和６年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この細則の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員で、旧姓の使用を希望する職員は、

この細則 

の施行の日から令和７年１月３１日までの間に、第２条の規定による手続きをすることにより、旧姓

の使用をすることができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表）   

 

１ 旧姓が使用できるもの 

（１） 専ら当法人の組織内で使用される文書等（職員の権利義務に係るものを除く。） 

・職員配置表 

・異動一覧表 

・職員名簿・・・内部使用で新旧とも掲載 

・名札 

・機構図及び役職員配置名簿 

・事務分担表、座席図 

・法人内部の起案文書（決裁文書、供覧文書等）の署名、押印 

 

（２） 職員の権利及び義務に係る文書のうち、同じ職員かどうかの確認が容易であって、旧姓の使 

用を原因とする紛争が生じるおそれがないもの 

 ・異動辞令関係 

 ・勤怠届 

 ・時間外勤務等命令簿 

 ・通勤届 

 ・出張命令に係る各種届 

 ・営利企業等従事許可申請書 

 ・支出負担行為書等の会計書類 

 

（３） 前２号に掲げるもののほか、旧姓を使用することにより、法的な問題を生じるおそれがなく、 

かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等 

（参考）  

 ・研究論文等の発表、講演その他これらに類するもの 

 ・理事長が適当と認める軽易な文書等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第２条関係） 

 

改姓・旧姓使用届 

年   月   日  

地方独立行政法人 

泉佐野市行政事務サービスセンター理事長 様 

 

所 属                

 

 

氏 名             ㊞  

                              （戸籍上の氏名） 

 

  旧姓を使用したいので、地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンター職員改姓並び 

に旧姓使用取扱細則第２条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 改姓前の氏名 

使用する旧姓（ふりがな） 

 

  （                   ） 

 

 

２ 改姓年月日 

  （戸籍上の氏名の変更年月日） 
           年   月   日 

３ 改姓後の氏 

名（ふりがな） 

 

  （                   ） 

 

 

４ 旧姓使用の希望有無並びに 

旧姓使用開始年月日 

 

  有 ・ 無        年   月   日 

５ 旧姓使用の範囲 地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンター職員

改姓並びに旧姓使用取扱細則に定める範囲 

（備考） 

 

 

 

 

 

総務管理課長確認欄 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

 

旧姓使用中止届 

年   月   日  

 

地方独立行政法人 

泉佐野市行政事務サービスセンター理事長 様 

 

所 属                

 

 

氏 名             ㊞  

                              （戸籍上の氏名） 

  旧姓の使用を中止したいので、地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンター職員 

 改姓並びに旧姓使用取扱細則第５条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 使用を中止するする旧姓 

（ふりがな） 

 

  （                   ） 

 

 

 

２ 戸籍上の氏名（ふりがな） 

 

  （                   ） 

 

 

 

 

３ 使用中止年月日 

 

           年   月   日 

（備考） 

 

 

 

 

総務管理課長確認欄 

 

 

 

 

 

 


